
＜＜定例記者会見次第＞＞ 
 

令和６年８月 26日（月） 

午前 10時 00分～ 

議会全員協議会室 

●発表事項 

１． 令和６年小田原市議会９月定例会議案    （資料１） 

 

２． 令和６年度９月補正予算（案）       （資料２） 

 

３． 上下水道施設の耐震化について       （資料３） 

 

４． その他 

 

（事務担当） 広報広聴室広報係 TEL33-1261 
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令和６年小田原市議会９月定例会提出議案件数 

 

【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出） 

区    分 件 数 内             容 

初

日

報

告 

専決処分の報告 ５件 

事故賠償 ５件 

・事故賠償（広報広聴室） 

・事故賠償（環境事業センター） 

・事故賠償（高齢介護課） 

・事故賠償（みどり公園課） 

・事故賠償（経営総務課） 

小  計  ５件  

常

任

委

員

会

付

託 

補 正 予 算 ６件 

・令和６年度一般会計 

・令和６年度公設地方卸売市場事業特別会計 

・令和６年度介護保険事業特別会計 

・令和６年度広域消防事業特別会計 

・令和６年度病院事業会計 

・令和６年度下水道事業会計 

条 例 議 案 ５件 

一部改正 ５件 

・個人番号の利用に関する条例 

・市税条例 

・地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附

金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例 

・国民健康保険条例 

・市立病院の診療報酬等に関する条例 

事 件 議 案 ４件 

・工事請負契約の締結について（橘地域認定こども園

整備事業（第Ⅱ期）） 

・工事請負契約の変更について（旧小田原市民会館解

体撤去工事） 

・工事請負契約の変更について（小田原市学校給食セ

ンター整備事業（第Ⅱ期）） 

・財産の取得について（学校給食センター 食器・調

理器具） 

小  計 １５件  

合  計 ２０件  
                     

定例記者会見資料１  
令和６年８月 26 日（月） 

総務課 
電 話 0 4 6 5 - 3 3 - 1 2 9 8  
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【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出予定） 

 

 

 【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月２４日提出予定） 

 

  

区    分 件 数 内             容 

追

加

即

決 

人  事  案 ２件 

同意案  ２件 

・固定資産評価員の選任 

・監査委員の選任 

合  計 ２件  

区    分 件 数 内             容 

追

加

即

決 

人  事  案 １件 
同意案  １件 

・教育委員会委員の任命 

合  計 １件  
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令和６年小田原市議会９月定例会提出議案一覧表 

  【議案発送 令和 ６ 年 ８ 月２６日】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出） 

 

報告第２５号 専決処分の報告について（事故賠償） 

報告第２６号 専決処分の報告について（事故賠償） 

報告第２７号 専決処分の報告について（事故賠償） 

報告第２８号 専決処分の報告について（事故賠償） 

報告第２９号 専決処分の報告について（事故賠償） 

議案第５７号 令和６年度小田原市一般会計補正予算 

議案第５８号 令和６年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算 

議案第５９号 令和６年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算 

議案第６０号 令和６年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算 

議案第６１号 令和６年度小田原市病院事業会計補正予算 

議案第６２号 令和６年度小田原市下水道事業会計補正予算 

議案第６３号 小田原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

議案第６４号 小田原市市税条例の一部を改正する条例 

議案第６５号 地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定

非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例  

議案第６６号 小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第６７号 小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第６８号 工事請負契約の締結について（橘地域認定こども園整備事業（第Ⅱ期）） 

議案第６９号 工事請負契約の変更について（旧小田原市民会館解体撤去工事）  

議案第７０号 工事請負契約の変更について（小田原市学校給食センター整備事業（第

Ⅱ期）） 

議案第７１号 財産の取得について（学校給食センター 食器・調理器具） 
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追 加 予 定 

【令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日卓上配布】 

同意案第 ６ 号 固定資産評価員の選任について（当日配布）  

［参考：任期が満了する方］ 志
し

澤
ざわ

 晃
あきら

氏 

同意案第 ７ 号 監査委員の選任について（当日配布） 

［参考：逝去された方］ 古川
ふるかわ

 武法
たけのり

氏 

 

【令和 ６ 年 ９ 月２４日卓上配布】 

同意案第 ８ 号 教育委員会委員の任命について 

［参考：任期が満了する方］ 井上
いのうえ

 孝男
た か お

氏 
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提出議案 概要（専決処分の報告） 
    【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出） 

 

報告第２５号 専決処分の報告について（事故賠償） 

       広報広聴室職員による車両事故の賠償 

  専決処分年月日  令和６年７月５日 

  損 害 賠 償 額  １６，０００円（市の過失割合：１割） 

  相 手 方  市外在住者 

  事 故 の 概 要  令和６年３月２８日午前１０時３５分頃、市内扇町一丁目１５

番９号付近の寺町交差点において、広報広聴室職員の運転する公

用車が市道００８６の井細田大橋側からけやき通り側に右折進行

していたところ、国道２５５号を井細田方面から小田原方面に走

行し、けやき通り側に右折しようと、停止線を越えた交差点内で

停車していた相手方車両が、赤信号を無視して発進し、車両右後

方部に接触し、これを破損した。 

 

報告第２６号 専決処分の報告について（事故賠償） 

       環境事業センター会計年度任用職員による物損事故の賠償 

  専決処分年月日  令和６年７月１４日 

  損 害 賠 償 額  ９７７，１３０円（市の過失割合：１０割） 

  相 手 方  市内在住者 

  事 故 の 概 要  令和６年５月８日午前１１時１０分頃、市内城山一丁目２４番

２７号の共同住宅駐車場入口付近の下り坂において、環境事業

センター会計年度任用職員の運転するごみ収集車が後退しなが

ら転回しようとしたところ、駐車場との段差で左後輪が脱輪し、

当該車両の荷箱の作動油パイプが破損し、駐車場アスファルト

を汚損させるとともに、脱輪した状態で後退したところ、車両

下部が駐車場アスファルトに接触し、これを破損させた。 

 

報告第２７号 専決処分の報告について（事故賠償） 

       高齢介護課会計年度任用職員による車両事故の賠償 

  専決処分年月日  令和６年６月７日 

  損 害 賠 償 額  １８，２１６円（市の過失割合：６割） 

  相 手 方  市内在住者 

  事 故 の 概 要  令和６年５月１日午前９時３２分頃、市内飯泉２０番２付近の

国道２５５号上り車線において、高齢介護課会計年度任用職員

が運転する公用車が左折しようとしたところ、車両左側を通過

しようとした相手方車両と接触し、ミラー等を破損させた。 
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報告第２８号 専決処分の報告について（事故賠償） 

       施設管理瑕疵による物損事故の賠償 

  専決処分年月日  令和６年８月２０日 

  損 害 賠 償 額  ２９８，６３４円（市の過失割合：１０割） 

  相 手 方  市内在住者 

  事 故 の 概 要  令和６年３月６日午後３時３０分頃、市内城山三丁目地内の城

山公園内に設置していた竹の柵が朽ちて落下し、隣接する相手

方の所有する住宅の窓ガラスと網戸の一部を破損するとともに、

外壁に擦れ跡を付けた。 

 

報告第２９号 専決処分の報告について（事故賠償） 

       施設管理瑕疵による車両事故の賠償 

  専決処分年月日  令和６年７月１６日 

  損 害 賠 償 額  １，１４３，３０４円（市の過失割合：１０割） 

  相 手 方  市内在住者 

  事 故 の 概 要  令和６年５月７日午後９時頃、相手方車両が市内荻窪２５４番

地付近の市道０００７を走行していたところ、埋設水道管の漏

水により陥没した道路に落下し、車両下部等を破損した。 
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提出議案 概要（補正予算） 

【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出） 

 

【以下の６件については、財政課の資料を参照してください】  

 

議案第５７号 令和６年度小田原市一般会計補正予算 

議案第５８号 令和６年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算  

議案第５９号 令和６年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算  

議案第６０号 令和６年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算  

議案第６１号 令和６年度小田原市病院事業会計補正予算  

議案第６２号 令和６年度小田原市下水道事業会計補正予算  
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提出議案 概要（条例議案） 

 【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出） 
 

議案第６３号 

小田原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   各種医療費の助成に係る事務処理において利用することができる市長が保有する

特定個人情報の種類を追加するため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 特定個人情報の種類の追加 

次に掲げる事務を処理するために必要な限度において利用することができる特

定個人情報に、国民健康保険法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収

に関する情報であって市長が保有するものを追加することとする。（別表第２関

係） 

   (1) 小田原市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 

   (2) 小田原市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 

   (3) 小田原市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務 

  ２ その他 

    規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

   公布の日 

 

議案第６４号 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   地方税法が一部改正され、一定の要件を満たす特定バイオマス発電設備に係る固

定資産税の課税標準の特例割合を条例で定めることとされたことに伴い、当該割合

を定めるため改正する。 

 ［内  容］ 

   令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された特定バイ

オマス発電設備（バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って

生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。）であって、その出力が１万キロ

ワット以上２万キロワット未満のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置につ

いて、課税標準となるべき価格に乗ずる割合は、１４分の１１とすることとする。

（附則第５項関係） 

 ［適  用］ 

   公布の日 
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議案第６５号 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人

等を定める条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる法人として定める

特定非営利活動法人小田原なぎさ会について、寄附金税額控除の対象期間を更新す

るため改正する。 

 ［内  容］ 

   特定非営利活動法人小田原なぎさ会に対する寄附金税額控除の対象期間を次のよ

うに更新することとする。（別表関係） 

更  新  後 更  新  前 

令和６年１０月１日から令和１１年９

月３０日まで 

令和元年１０月１日から令和６年９月

３０日まで 

 ［適  用］ 

   令和 ６ 年１０月 １ 日 

 

議案第６６号 

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   国民健康保険法の一部改正に伴う所要の整備を行うため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 被保険者証の交付に関する事務等の廃止に伴う規定の整備（第１９条の６、第

２５条及び第２９条関係） 

    国民健康保険法が一部改正され、被保険者証の交付に関する事務等が廃止され

ることに伴い、これに応じた規定の整備を行うこととする。 

  ２ その他 

    国民健康保険法の条項に移動が生ずることに伴い、当該移動が生ずる条項を引

用する規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

   令和 ６ 年１２月 ２ 日 

 

議案第６７号 

小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例  

 ［改正理由］ 

   患者の希望による長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養費を定めるため改

正する。 

 ［内  容］ 

  １ 長期収載品選定療養費の設定（別表第１関係） 

患者の希望による長期収載品（後発医薬品のある新医薬品等をいう。以下同 

じ。）の処方等又は調剤に係る選定療養費を次のように定めることとする。 
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単位 金     額 

１回 

長期収載品の薬価と後発医薬品の薬価との価格差に４分の１を乗じて

得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に１０

円を乗じて得た額に、消費税率等に１を加えた率を乗じて得た額 

  ２ その他 

    規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

  １ 長期収載品選定療養費の設定 

令和 ６ 年１０月 １ 日 

  ２ 上記以外 

    公布の日 
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提出議案 概要（事件議案） 

【令和 ６ 年 ８ 月２１日現在】（令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出） 

 

議案第６８号 工事請負契約の締結について（橘地域認定こども園整備事業（第Ⅱ期）） 

令和６年８月２１日に随意契約に付した橘地域認定こども園整備事業（第Ⅱ期）

について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年小田原市条例第５号）第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

１ 契 約 金 額  ９６２，１５９，０００円 

２ 契約の相手方  神奈川県小田原市久野２２６７番地 

環境デザイン・瀬戸建設・加藤建設・釼持技建共同事業体            

代表者 瀬戸建設株式会社 

              代表取締役 瀬戸良幸 

３ 工    期  契約に定める日から令和８年２月２７日まで 

 

議案第６９号 工事請負契約の変更について（旧小田原市民会館解体撤去工事） 

令和４年１２月１４日に議決を経て締結した工事請負契約（旧小田原市民会館

解体撤去工事）の内容の一部を次のように変更したいので、議会の議決を求める。  

「契 約 金 額  ８７３，１１２，９００円」を 

「契 約 金 額  ８７１，０１７，４００円」とする。 

「工    期  契約に定める日から令和６年１０月３１日まで」を 

「工    期  契約に定める日から令和６年１１月２９日まで」とする。 

 

議案第７０号 工事請負契約の変更について（小田原市学校給食センター整備事業（第

Ⅱ期）） 

令和５年６月２１日に議決を経て締結した工事請負契約（小田原市学校給食セ

ンター整備事業（第Ⅱ期））の内容の一部を次のように変更したいので、議会の

議決を求める。 

「契 約 金 額  ２，４４６，４７１，２００円」を 

「契 約 金 額  ２，５１３，２６３，２００円」とする。  

 

議案第７１号 財産の取得について 

令和６年８月２日に指名競争入札に付した学校給食センター 食器・調理器具

の取得について、次のとおり物件供給契約を締結するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年小田原市条例第５号）

第３条の規定により、議会の議決を求める。  

１ 契 約 金 額  ６２，９２０，０００円 

２ 契約の相手方  神奈川県小田原市鬼柳１３８番地の１８ 
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              （株）マルユ 

              代表取締役 湯 山 秀 和 

３ 納 入 期 限  令和７年１月３１日 

 



 

令 和 ６ 年 ９ 月 定 例 会 日 程（案） 

 

・告示          ８月２６日（月）    

・議会運営委員会開催予定 ８月２７日（火）午前１０時 

第 １日目  ９月 ２日 月 
 補正予算並びにその他議案一括上程・提案説明 

     （一般質問通告   締切 午後５時） 

第 ２日目  ９月 ３日 火 （休 会）（議案関連質疑通告 締切 正午） 

第 ３日目  ９月 ４日 水 （休 会） 

第 ４日目  ９月 ５日 木  質疑、各常任委員会付託、陳情等付託 

第 ５日目  ９月 ６日 金 （休 会）総務常任委員会 

第 ６日目  ９月 ７日 （土）  

第 ７日目  ９月 ８日 （日）  

第 ８日目  ９月 ９日 月 （休 会）厚生文教常任委員会 

第 ９日目  ９月１０日 火 （休 会）建設経済常任委員会 

第１０日目  ９月１１日 水 （休 会） 

第１１日目  ９月１２日 木 （休 会） 

第１２日目  ９月１３日 金 （休 会）（委員長報告書検討日） 

第１３日目  ９月１４日 （土）  

第１４日目  ９月１５日 （日）  

第１５日目  ９月１６日 月                 〔敬老の日〕 

第１６日目  ９月１７日 火 

 各常任委員長審査報告、採決 

 陳情等審査結果報告、採決 

 一般質問 

第１７日目  ９月１８日 水  一般質問 

第１８日目  ９月１９日 木  一般質問 

第１９日目  ９月２０日 金  一般質問 

第２０日目  ９月２１日 （土）  

第２１日目  ９月２２日 （日）                  〔秋分の日〕 

第２２日目  ９月２３日 月                  〔振替休日〕 

第２３日目  ９月２４日 火 

 一般質問 

 決算認定案（一般・特別・企業） 

一括上程・提案説明、決算特別委員会設置、付託 

 決算特別委員会 

（正副委員長互選、全体説明、書類審査・一般会計） 

第２４日目  ９月２５日 水 （休 会）決算特別委員会（書類審査・一般会計） 

第２５日目  ９月２６日 木 
（休 会）決算特別委員会 

（書類審査・一般会計・特別会計・企業会計） 

第２６日目  ９月２７日 金 
（休 会）決算特別委員会（現地査察） 

     （総括質疑通告 締切 午後３時） 

第２７日目  ９月２８日 （土）  

第２８日目  ９月２９日 （日）  

第２９日目  ９月３０日 月 （休 会） 

第３０日目 １０月 １日 火 （休 会） 

第３１日目 １０月 ２日 水 （休 会）決算特別委員会（総括質疑、採決、とりまとめ） 

第３２日目 １０月 ３日 木 （休 会） 

第３３日目 １０月 ４日 金 （休 会）決算特別委員会（委員長報告書検討日） 

第３４日目 １０月 ５日 （土）  

第３５日目 １０月 ６日 （日）  

第３６日目 １０月 ７日 月 決算特別委員長報告、採決 
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  令和６年度９月補正予算（案）について 

 

1 一般会計 

(１)  補 正 額              ８９２，２３８千円 

(２) 補正後の予算額    ８０，４２９，９７１千円 

 ［主な内容］ 

○デジタル化によるまちづくり推進事業費の増額（寄附金充当）（補正予算書３０頁） 

○証明書コンビニ交付サービス事業費の増額（補正予算書３０頁） 

○戸籍・住民基本台帳等管理事務費の増額（補正予算書３０頁） 

○戸籍情報システム管理運用事業費の増額（補正予算書３０頁） 

○ケアプランデータ連携システム導入費補助金の計上（補正予算書３０頁） 

○保育支援システム導入費補助金の計上（補正予算書３０頁） 

○生活保護事業費の増額（補正予算書３０頁） 

○介護保険事業特別会計繰出金の増額（補正予算書３０頁） 

◎予防接種事業費の増額（補正予算書３２頁） 

○合併処理浄化槽整備費補助金の増額（補正予算書３２頁） 

○農業の多様な担い手育成支援事業費の増額（補正予算書３２頁） 

○農道・用排水路維持管理事業費の増額（補正予算書３２頁） 

◎公設地方卸売市場事業特別会計繰出金の増額（補正予算書３２頁） 

◎アニメコンテンツタイアップ事業費の計上（補正予算書３２頁） 

○道路維持及び交通安全施設充実事業費の増額（補正予算書３４頁） 

○河川・水路維持事業費の増額（補正予算書３４頁） 

◎路線バス等移動手段確保維持対策事業費の増額（補正予算書３４頁） 

○ふるさとみどり基金の積立て（補正予算書３４頁） 

○こどもの森公園わんぱくらんど・ 村植物公園管理運営事業費の増額 

（補正予算書３４頁） 

○消防団第 17分団 1・2班待機宿舎建設事業費の計上（継続費の追加） 

（補正予算書３６頁） 

○小学校学校図書等購入費の計上（寄附金充当）（補正予算書３６頁） 

○中学校体育教材用備品等購入費の計上（寄附金充当）（補正予算書３６頁） 

○尊徳記念館管理運営事業費の増額（補正予算書３６頁） 

○学校体育施設開放事業費の増額（補正予算書３６頁） 

 

◆債務負担行為の追加 

 保育所給食調理委託料（補正予算書６頁） 

学校給食調理委託料（補正予算書６頁） 

  

◎は「主な事業」と

して別紙資料に再掲 

定例記者会見資料２ 
令和６年８月 26日（月） 

財政課 
電 話 0 4 6 5 - 3 3 - 1 3 1 1  
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2 公設地方卸売市場事業特別会計 

(１) 補 正 額            ２，９８７千円 

(２) 補正後の予算額  ２１４，９８７千円 

 ［主な内容］ 

◎水産市場再整備基本構想策定事業費の計上（継続費の追加）（補正予算書４８頁） 

 

3 介護保険事業特別会計 

(１) 補 正 額            ５３，４６０千円 

(２) 補正後の予算額  １７，９１３，４６０千円 

 ［主な内容］ 

○介護認定審査会等費の増額（補正予算書５６頁） 

 

4 広域消防事業特別会計 

(１) 補 正 額            ５００千円 

(２) 補正後の予算額  ４，７６５，５２４千円 

 ［主な内容］ 

○救急訓練用備品購入費の計上（寄附金充当）（補正予算書６６頁） 

◆繰越明許費の追加 

 消防車両整備事業（補正予算書１７頁） 

 

5 病院事業会計 

(１) 補 正 額            △１１２，３００千円 

(２) 補正後の予算額  ２６，７７８，８０５千円 

 ［主な内容］ 

○企業債の減額（継続費の変更）（補正予算書７８頁） 

○建設改良費の減額（継続費の変更）（補正予算書７８頁） 

◆債務負担行為の変更 

院内総合医療情報システム関連機器等借上料（補正予算書２０頁） 

 

6 下水道事業会計 

 ［主な内容］ 

◆債務負担行為の追加 

下水道管理センター等施設管理委託料（補正予算書２１頁） 

 

7 全会計合計 

(１) 補 正 額              ８３６，８８５千円 

(２) 補正後の予算額   ２０２，５０９，８０４千円 
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９月補正予算（案）計上の主な事業 

保健予防の充実              （事業費：４３２，０００千円） 

事 

業 

内 

容 

定期接種（Ｂ類疾病）に位置付けられた新型コロナウイルスワクチン接種に

ついて、感染症の発症や重症化を予防し、市民の健康維持等を図るため、令和

６年 10月以降に実施する。 

 

◎予防接種事業費の増額 

【事業の詳細は４頁を参照】 

                （補正予算書３２頁） 

 

観光コンテンツの充実              （事業費：４，３００千円） 

事 

業 

内 

容 

小田原も舞台となっているＴＶアニメ『ＭＦゴースト』とのタイアップ事業

を令和５年度に引き続き実施して、誘客及びまち歩き観光に繋げる。 

  

◎アニメコンテンツタイアップ事業費の計上 

 【事業の詳細は５頁を参照】 

  （補正予算書３２頁） 

 

公共交通ネットワークの構築          （事業費：３５，１６０千円） 

事 
業 
内 

容 

令和５年 11月から開始した路線バスの空白時間帯等を補完する移動支援の実

証事業について、中間検証を踏まえ、対象地域の拡大等を行い、効果や実現可

能性を引き続き検証する。 

 

◎路線バス等移動手段確保維持対策事業費の増額 

【事業の詳細は６頁を参照】 

     （補正予算書３４頁） 

 

農業生産・流通の振興、水産市場管理費     （事業費：２，９８７千円） 

事 

業 

内 

容 

築後 55年以上が経過している公設水産地方卸売市場について、将来にわたり

持続可能な市場運営を念頭に置きながら、将来取扱量の想定や施設規模の再算

定など、再整備事業を具体化し進捗させるため、基本構想を策定する。 

 

 ◎公設地方卸売市場事業特別会計繰出金の増額 

◎水産市場再整備基本構想策定事業費の計上（継続費の追加） 

 【事業の詳細は７頁を参照】 

  （補正予算書３２・４８頁） 
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新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 

 

１ 目 的 

定期接種（Ｂ類疾病）に位置付けられた新型コロナウイルスワクチン接種について、感

染症の発症や重症化を予防し、市民の健康維持等を図るため、令和６年 10月以降に実施

する。 

 

２ 事業概要 

 （１）対象者 約 70,000人 

65歳以上の者、60歳～64歳で一定の基礎疾患を有する者 

 （２）接種見込人数 約 28,000人 

高齢者インフルエンザ予防接種の接種率に基づき試算 

 （３）接種費用 有料（金額（一部自己負担金）は決まり次第周知予定） 

 

３ 予算額 

   432,000千円 

 

４ 財 源 

  新型コロナウイルスワクチン予防接種助成金 

 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先 

福祉健康部健康づくり課保健医療係 

電話 ４７－０８２８ 
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アニメコンテンツタイアップ事業 
 

１ 目 的 

  公道での自動車レースの漫画で、小田原も舞台となっている『ＭＦゴースト』。 

令和５年度のＴＶアニメ第１期放送に合わせたタイアップ事業では、デザインマンホ

ールの設置やデザインマンホールカードの配布等を実施した。 

令和６年 10月よりＴＶアニメ第２期の放送が開始されることから、タイアップ事業を

引き続き実施して、本市への誘客及びまち歩き観光に繋げる。 

 

２ 事業内容 

(１) デザインマンホールカードの追加配布 

令和５年度に配布した『ＭＦゴースト』のデザインマンホールカードを増刷し、追

加配布する。 

(２) デジタルスタンプラリー 

『ＭＦゴースト』のデザインマンホールや市内観光スポット等をめぐるデジタルス

タンプラリーを実施する。また、スポット等では、ＡＲ機能を活用し、スマートフォ

ン等のカメラで主人公等のキャラクターや自動車との記念撮影もできる。 

 

３ 予算額 

   4,300千円 

 

４ 財 源  

デジタル田園都市国家構想交付金（国１/２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先 

経済部観光課観光振興係 

電話 ３３－１５２４ 
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路線バス等移動手段確保維持対策事業 
 

１ 目 的 

  日中に路線バスの運行していない空白時間帯が生じている地域や、駅・バス停から離

れている地域において、地域のニーズと実情に応じた移動支援策を選定するため、第２

弾の中間検証を踏まえ、第３弾の実証事業を実施する。 

 

２ 事業概要 

（１）相乗りタクシー「おだタク」 

  利用が少なかった運行地区の実証事業を終了し、片浦地区に限定する。 

 第１弾 ※R5.9月補正 

(R5.11～R6.3) 

第２弾 ※R6.3月補正 

(R6.4～10) 

第３弾 ※R6.9 月補正 

(R6.11～R7.3) 

お

だ

タ

ク 

運行地区 前羽 前羽,下曽我・国府津,片浦 片浦 

運行日数 週５日 週２日 週２日 

利用方法 完全予約制 予約不要(先着順) 予約不要(先着順) 

運  賃 １便 600円(乗車人数に応じて案分) 

（２）タクシー・路線バス共通助成券「おだチケ」 

  日常の移動支援策として有効であることから、対象地区を拡大し検証を行う。また、片浦

地区以外は誰でも利用可能なおだタクの運行を終了することから、妊婦（定期健診で外出

が必要）を対象者に追加するとともに、利用可能なバス路線を拡大する。 

 第１弾 ※R5.9月補正 

(R5.11～R6.3) 

第２弾 ※R6.3月補正 

(R6.4～10) 

第３弾 ※R6.9 月補正 

(R6.11～R7.3) 

お

だ

チ

ケ 

対象地区 
曽我、下曽我、国府津、

前羽、橘北 

曽我、下曽我、国府津、  

前羽、橘北、片浦、豊川 

(一部)、上府中(一部) 

曽我、下曽我、国府津、  

前羽、橘北、片浦、豊川 

(全域)、上府中(全域)、

桜井 

対 象 者 
75歳以上 

運転免許証非保有者 

70歳以上 

運転免許証非保有者 

①70歳以上 

運転免許証非保有者 

②妊婦 

助成金額 一人あたり、2,400円／月相当 

 

３ 予算額 

  35,160千円 

 

４ 財 源 

  「高齢者の免許返納の促進に向けた対策の効果実証調査支援金」を充当予定 

   （本事業の対象者の内、免許返納者分の助成額及び付帯経費が助成） 

 

 

 

問い合わせ先 

都市部地域交通課地域交通係 

電話 ３３－１５０８ 
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水産市場再整備基本構想策定事業 

 

１ 事業概要 

築 55 年以上が経過し老朽化と腐食が進んでいる公設水産地方卸売市場の再整備につ

いては、青果市場との統合などさまざまな可能性の検討を経て、令和５年度に現在地建

替えの方向性を決定した。 

将来にわたり持続可能な市場運営を念頭に置きながら、将来取扱量の想定や施設規模

の再算定など、再整備事業を具体化し進捗させるため基本構想を策定する。 

 

２ 予算額 

   2,987千円 （令和６～７年度継続事業 継続費設定額 14,933千円） 

 

３ 期 間 

約 15ヶ月間（予定） 

 

４ 今後のスケジュール 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度～ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

経済部水産海浜課海岸漁港係 

電話 ２２－９２２７ 

基本構想策定 基本計画策定 
基本設計・実施設計 

本体工事 
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上下水道施設の耐震化について 

 

１ 対象とする想定地震について 

 おだわら水道ビジョン（経営戦略）及び、おだわら下水道ビジョン［令和４年度～令和 13

年度］で示すとおり「小田原市地域防災計画」と「神奈川県地震被害想定」で発生確率が高い

（30年間のうち、発生確率 70％程度）と想定される南海トラフ巨大地震、東海地震等を対象

とし、上下水道施設の耐震化を進めています。 

 

２ 水道施設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

：導水管 

※基幹管路     ：送水管             ：配水支管（口径 300㎜以下） 

          ：配水本管（口径 350mm以上）  Ⓜ ：水道メーター 

 

３ 耐震化の状況 

【水道】 

（１）浄水施設及び配水施設 

〇浄水施設については、現在、「高田浄水場再整備事業」を実施中です。 

整備が完了する令和 11年度には、本市浄水施設全体の耐震化率は 13.0％（令和５年度

末時点）から 98.5％にまで向上します。  

〇配水施設については、令和５年度に久野配水池の整備が完了し、耐震化率は 58.9％か

ら 70.9％となっています。 

 

（２）管路 

〇管路については、耐震性に乏しく地震時に破断する可能性が高い非耐震管を優先して

更新（耐震化）しています。 

〇管路総延長約 772 ㎞のうち、震度６弱でも一定の耐震性のある管路は、令和５年度末

時点で約 621㎞（80.5％）となっています。 

〇基幹管路については、約 68 ㎞のうち約 64 ㎞（94.6％）が、配水支管については、約

704㎞のうち約 557㎞（79.1％）が令和５年度末時点で更新（耐震化）済みとなってい

ます。 

定例記者会見資料３ 

令和６年８月 26 日（月） 

水道整備課 電話 0465-41-1222 

下水道整備課 電話 0465-41-1624 
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〇管路の更新（耐震化）について、基幹管路については、令和 13年度に非耐震管の更新

（耐震化）が完了する予定です。また、配水支管については、災害拠点病院や広域避難

所といった重要給水施設に配水する管路や鉄道・河川・緊急輸送路下の管路を「重要配

水支管」と位置付け、優先して更新（耐震化）を進めています。 

 

耐震化の進捗状況                           ％は耐震率 

種別 延長 令和５年度末 令和 13年度 [計画] 

全管路 772㎞ 80.5％ 81.3％ 

基幹管路 68㎞ 94.6％ 100％ 

配水支管 704㎞ 79.1％ 81.0％ 

※耐震率とは、震度６弱でも一定の耐震性がある管路の割合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクタイル鋳鉄管耐震継手検証写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクタイル鋳鉄管耐震継手 

 

耐震管路のイメージ 
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【下水道】 

（１）管路 

〇汚水管渠
かんきょ

の整備延長約 597km（令和５年度末）のうち、①幹線管渠、②軌道横断部、  

③緊急輸送路下に埋設された管渠、④広域避難所・防災拠点等の排水を受ける管渠の

約 149 kmを「重要な管渠」に位置付け、優先的に耐震化を進めています。 

〇令和５年度末時点における「重要な管渠」の耐震化済延長は約 80 km で、耐震化率は

53.7％となっており、令和 13年度までに耐震化を完了する予定です。 

 

耐震化の進捗状況 

 延長 令和５年度末 

重要な管渠 149㎞ 53.7％ 

①幹線管渠 55㎞ 66.4％ 

②軌道横断部（23箇所） 1㎞ 100％ 

③緊急輸送路下 121㎞ 44.9％ 

④広域避難所・防災拠点等下流側 32㎞ 53.1％ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水管渠の耐震化イメージ 

 

  

内側に樹脂製の 
補強管を形成 

 

古い既設管 

管更生 

 

 

 

地震の揺れを吸収する 
ゴムブロックなどを設置 

可とう継手設置 
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（２）中継ポンプ場等 

〇耐震化の対象施設である南町中継ポンプ場は令和２年度に、早川中継ポンプ場は令和

５年度に耐震化が完了しています。 

〇下水道管理センターについては、平成 12年度に管理棟などの建築物の耐震化が完了し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中継ポンプ場・・・家庭や事業所から排出される汚水を自然流下で処理場に導けない区

域に設置し、自然流下ができるところまで汚水を送水する施設。 

 

ポンプ場における構造物の 
耐震補強工事のイメージ 

地中 地中 

酒
匂
川 

中
村
川 

狩
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早川 

下水道全体計画区域

市管理施設

県管理施設

凡　例

酒匂水再生 
センター 

扇町水再生 
センター 

下水道管理 
センター 

早川中継
ポンプ場 

南町中継
ポンプ場 

川匂ポンプ場 

主要施設位置図 


